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情報通信審議会  電気通信事業政策部会 

電話網移行円滑化委員会 

電話を繋ぐ機能等ワーキンググループ（第４回）議事録 

 

１．日時 平成 28年 10月 18日（木） 15：56～17：28 

２．場所 総務省８階 第１特別会議室 

３．出席者 

① 電話網移行円滑化委員会電話を繋ぐ機能等ワーキンググループ構成員 

相田 仁 主査、池田 千鶴 主査代理、内田 真人 委員（以上、３名） 

② 関係団体・企業 

  日本電信電話株式会社 北村 亮太 経営企画部門担当部長（統括） 

東日本電信電話株式会社 飯塚 智 経営企画部営業企画部門長 

西日本電信電話株式会社 黒田 勝己 経営企画部営業企画部門長 

ＫＤＤＩ株式会社 山本 雄次 渉外部企画グループリーダー 

ソフトバンク株式会社 安力川 幸司 渉外本部相互接続部コア相互接続課課長 

東北インテリジェント通信株式会社 國井 孝祥 経営企画部長 

株式会社ケイ・オプティコム 四方 竜二 技術本部技術運営グループチームマネー

ジャー 

株式会社ＳＴＮｅｔ 大東 永典 事業企画部部長 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 田部 龍彦 経営戦略本部事業戦略部

事業企画チームマネージャー 

九州通信ネットワーク株式会社 野村 晃彦 経営企画部経営企画グループ長 

③ 総務省 

巻口電気通信事業部長、秋本総合通信基盤局総務課長、竹村事業政策課長、    

安東事業政策課調査官、影井事業政策課課長補佐、宮野事業政策課課長補佐、   

藤野料金サービス課長、内藤料金サービス課企画官、柳迫料金サービス課課長補佐、

萩原電気通信技術システム課長、杦浦電気通信技術システム課課長補佐 
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４．議題 

（１） 電話を繋ぐ機能に関する考え方等について 

（２） その他 

 

 

○相田主査  それでは、定刻よりまだ早いようですけれども、皆様おそろいだというこ

とですので、ただいまから情報通信審議会電気通信事業政策部会電話網移行円滑化委員

会、電話を繋ぐ機能等ワーキンググループの第４回会合を開催いたします。 

 本日もお忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。まず、事

務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○影井事業政策課課長補佐  それでは、まず配付資料の確認をいたします。議事次第に

記載しておりますとおり、本日の資料は、資料電４－１から電４－３までの３点となっ

ております。もし過不足等ございましたら、事務局までお知らせください。 

○相田主査  よろしゅうございますでしょうか。 

  それでは、議題に入らせていただきますけれども、本日の議題は、「電話を繋ぐ機能に

関する考え方等について」ということで、事務局及びＮＴＴから、ただいまご紹介があ

りましたように、計３点の資料をご用意いただいておりますので、これらをまとめて説

明していただき、その後、質疑応答と意見交換ということにさせていただきたいと思い

ます。 

 具体的には、まず、事務局から今回のワーキンググループでの検討の視点、続きまし

て、「事業者間意識合わせの場」の事務局の立場としてのＮＴＴから事業者間協議の取り

まとめ結果、それから、事務局から「電話を繋ぐ機能」に関する考え方ということで、

ご説明いただき、その後、これらの説明に関して、関連事業者の方々からご発言いただ

いた後、委員による意見交換・自由討議ということで進めてまいりたいと思います。 

 それでは、まず、事務局から、資料電４－１「「電話を繋ぐ機能」に関する検討につい

て」の説明をお願いいたします。 

○影井事業政策課課長補佐  それでは、資料電４－１をご覧ください。本資料では、本

日の検討に際しまして、前回ワーキンググループでの検討の振り返りを含めまして、今

回ワーキンググループでの検討の視点をまとめてございます。 

 ページをおめくりいただきまして、１ページをご覧いただけますでしょうか。本日の
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検討の視点としましては、１つに「電話を繋ぐ機能」の役割としてございます。これは、

そもそも「電話を繋ぐ機能」とは、という観点で、前回ワーキンググループでもご議論

いただきましたが、その続きとして今回もお示しをしたものでございます。 

 まず、１ポツ目、これは簡単な背景を書いてございますが、ＰＳＴＮからＩＰ網への

移行後は、新たに構築する「電話を繋ぐ機能」を提供するＰＯＩを介してＩＰ網同士が

接続すると、その「電話を繋ぐ機能」というのは、検討モデルとして４つの案、これを

先行的に検討を行ってきたところでございました。検討モデルの図につきましては、こ

れまでもお示してきたものを５ページに掲載しておりますので、適宜ご参照ください。 

 ２ポツ目でございますが、前回第３回ワーキンググループにおきまして、「電話を繋ぐ

機能」の役割とは、ＰＯＩビル及びＰＯＩビルに設置するルータ等などの総体により、

通話先ネットワークに音声呼を振り向ける交換機能、それからＰＯＩビル内に設置され

たルータ間で、自社のルータから他事業者のルータまで音声呼を伝送するＰＯＩビル内

の伝送機能と考えられるのではないかという視点で検討を行っていただいたところでご

ざいます。 

 この視点に対しましては、第３回のワーキンググループにおきまして、以下にお示し

しますようなご意見をいただきました。順次ご紹介いたしますが、ＩＰの世界では、技

術的にＳＩＰサーバが「交換機能」に相当すると、ＳＩＰサーバは各社のネットワーク

の中にあるという中で、「電話を繋ぐ機能」をどう考えるかという点、また、技術的な「機

能」と制度的な「機能」との間での意味合いの違い、そして「機能」と「設備」の違い、

こういったところをどう考えるかという点、また、二者間でのＳＩＰサーバ連携を前提

とした場合の「交換機能」とは、技術的に見ると「伝送」や「ルーティング」の機能に

近いのではないかという点、また、この機能の定義については、事業者においても共通

認識が必要であり、事業者からもインプットしてほしいという点、最後に、「交換機能」

だけ、「伝送機能」だけ、といったところに着目したアンバンドルのような議論はあり得

るのか、という点でございます。 

 次に、２ページをご覧ください。もう一つの検討の視点といたしましては、「電話を繋

ぐ機能」の担い手に関するものでございます。ここも前回の第３回ワーキンググループ

において様々な議論を行っていただいたところでございますが、主な視点としましては、

１ポツ目から書き出しておりますように、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行後においては、

「電話を繋ぐ機能」が全ての利用者に電話サービスが提供されるための拠点となること、
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したがいまして、その担い手については、まず、必ずしも事業者の経済合理性の観点の

みならず、確保すべき利用者利益を十分に勘案して、継続的かつ安定的に提供されるこ

と、次に、「電話を繋ぐ機能」を提供するＰＯＩビル等という通信施設やＰＯＩビルに設

置するルータ等という通信設備につきましては、適正性・公平性・透明性が確保された

料金その他の提供条件で接続事業者に提供されること、接続事業者につきましては、今

後想定される新規参入事業者も含めております。さらには、こうした通信施設、それか

ら通信設備というものについての信頼性等が十分に確保されるよう技術基準等に基づく

維持・管理・運用がなされること、このようなことが求められるのではないか、という

ことを前回ワーキンググループでご確認いただいたかと存じます。 

 そして、次のポツでございますが、電話の事業者間接続に関して、以下に示すような

３つの点、まず１つに、第一種指定電気通信設備であるルータ等との接続については、

一種指定事業者は、接続の請求があった場合には、これに応じて、総務省が認可した接

続料や接続条件などが適用されるということ、次に、そういった接続に際しては、一種

指定事業者は、コロケーションの請求があった場合にはこれに応じ、これも総務省が認

可したコロケーション条件などが適用されていくこと、さらには、ＰＯＩビル内に設置

されている、これはある種コロケーションされていると言ってもいいかと思いますが、

他事業者の設備同士の接続については、一種指定事業者はこれを拒否する合理的な理由

がない限り対応すること、こういった３つの点、この３つ目の点は行政主導でございま

すが、このような現行ルール等の考え方が、引き続き適用されていくと考えられるので

はないか、ということも前回ワーキンググループでお示ししたところでございます。 

 次に、３ページをご覧ください。これは続きでございますが、こうした担い手に関す

る視点に対しまして、第３回ワーキンググループで以下に示すようなご意見があったと

ころでございます。 

 １つに、ＰＳＴＮでの経緯、これはわかるが、ＰＳＴＮとＩＰ網では技術が根本的に

全く違い、物理的な装置も変わるという点でのご指摘がございました。また、ＩＰ網の

「電話を繋ぐ機能」を考えるうえで、過去、それから現行のルールが今後も妥当なのか、

ＰＳＴＮの時代は各都道府県にあったＰＯＩの数が減り、少なければ２カ所に集約され、

全事業者が繋ぐことになるので、その位置づけが従来の接続点よりも、重要かつ不可欠

性が高まっていくのではないかという点、３点目ですが、例えば大阪で競争事業者が差

別や参入妨害という扱いを受けたような場合、では、東京へ繋げばよいかというと、そ
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うはならず、東京に代替性がないということで、こういった回線シェアに着目した一種

指定設備とは別に、ＰＯＩを管理・運営する観点から極めて中立性が求められる、これ

を確保するための工夫等が必要ではないかという点、４ポツ目でございますが、仮に一

種指定設備を持つ事業者が「電話を繋ぐ機能」を担った場合、これも３ポツ目と同様の

趣旨でございますが、「電話を繋ぐ機能」は電話サービスに不可欠な機能ということで、

この設備の総体を定義した新たなルールを起こすことも考えられる、という点がござい

ました。 

 最後の視点として、ＰＯＩビルに設置するルータ等についてのコスト負担でございま

すが、ここは前回ワーキンググループでそれほどご意見やご議論がございませんでした。

むしろ事業者間の協議を踏まえつつ、今後検討することとしてございましたので、ここ

ではひとまず前回ワーキンググループとそう変わらない記載としてございますが、ＰＯ

Ｉビルに設置するルータ等の共同利用、これを可能とする場合は共用部分のコストにつ

いては、適切なコストドライバを設定して按分をすることが必要、また事業者が占有し

て使用する個別ルータのコストについては、これも検討が進められている、としており

ます。 

 最後、４ページをご覧ください。ここまでの内容を踏まえまして、本日のワーキング

グループの検討の視点全体にかかることでございますが、１ポツ目にありますように、

事業者間においても、「電話を繋ぐ機能」を提供する通信施設や通信設備の提供・利用の

条件、担い手の考え方等について協議が進められてきたところでございます。 

 今回、本日のこのワーキンググループでは、ＮＴＴから事業者間協議の結果について、

この後、報告をいただきますので、これを踏まえたうえで、本資料の３ページまでにお

示しした検討の視点、それから前回このワーキンググループでの委員によるご議論等を

踏まえまして、「電話を繋ぐ機能の役割」、「電話を繋ぐ機能の担い手」及び「コスト負担

（ＰＯＩビルに設置するルータ等）」についてのご検討をいただきたいと考えております。 

 資料電４－１の説明は以上でございます。 

○相田主査  では、続きまして、「事業者間意識合わせの場」の事務局でいらっしゃいま

すＮＴＴから、資料電４－２「『ＩＰ－ＩＰ接続のつなぐ機能』のＰＯＩビル内の設備等

の取り扱いに係る論点の取りまとめ」につきまして説明をお願いいたします。 

○ＮＴＴ西日本（黒田）  ＮＴＴ西日本の黒田でございます。それでは、資料に沿って

説明させていただきます。４ページ目と５ページ目に参考１と参考２で、言葉の定義や、
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図面、イメージ図をつけておりますので、こちらもご参照いただきながら聞いていただ

ければと思います。 

 まず、ＰＯＩビル内の設備等として議論すべき対象としては、「通信施設」と「通信設

備」というものに大別されるということで認識が一致しました。具体的には、５ページ

のイメージ図で青色になっている部分、通信施設として、①設置スペース、②ケーブル

成端盤、③電力設備、④空調設備、⑤ケーブルの配線ルート、⑥セキュリティ設備、⑦

消火設備、こういったものが対象になるということ、通信設備としてピンクに色塗りさ

せていただいておりますが、⑧共用ルータ、⑨個別ルータ、⑩局内ケーブル、⑪保守用

設備、⑫渡り回線、こういったものを通信設備とするということで、認識が一致したと

ころです。 

 次に、各社がＰＯＩビル内の設備等を提供するという立場になった場合に、どのよう

な条件を求めるか意見を求めたところ、３つの条件が出てきました。「確実なコスト回収

が可能なこと」、「通信施設については１の事業者が設置・保守すること」、「提供事業者

が定める運用条件を遵守すべき」こと、この３点に収れんいたしました。 

 一方で、各社がＰＯＩビル内の設備等を利用するにあたって求める条件として、通信

施設、通信設備の双方に共通的な条件といたしまして、「保守運用に係るルールが明確で

あること」、「利用にあたっての諸条件について適正性・公平性・透明性が確保されてい

ること」、「できるだけ低廉な費用で利用できること」、通信施設に係る条件といたしまし

ては、先ほどの提供の条件と重なりますが、「通信施設については１の事業者が設置・保

守すること」、「セキュリティ対策や災害対策等の必要な措置が講じられていること」、「自

前線路引込みが可能、かつビル引込みは複数ルート可能」であること、「担い手は長期的

にＰＯＩビルを提供すること」、「ビルへの駆けつけがしやすい立地であること」という

条件が求められました。 

 通信設備に係る条件につきましては、「各種設備・伝送路・ケーブル等について、自前

工事・自前保守・工事委託・保守委託が選択可能であること」、また、「通信設備の仕様

が国内外を問わず標準的な技術的仕様であること」とすることで認識が一致したところ

でございます。 

 ２ページに行きまして、担い手ですけれども、まず「通信施設」の担い手については、

１の事業者による一元的な提供が求められる一方、「通信設備」は設備ごとに設置・保守

する事業者が異なるケースも考えられるということで、「通信施設」と「通信設備」の担
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い手は必ずしも同一の事業者とはならないという意見が示されております。 

 それぞれの担い手の決め方の考え方として、事業者から意見提出された項目は、通信

施設、通信設備双方に共通的な項目として、「最も低廉な料金で提供可能な事業者、継続

的に提供可能である事業者、要件の変更に柔軟に対応できる事業者、提供条件が各事業

者に対し公平である事業者」という４項目が挙げられております。 

 通信施設に係る項目といたしましては、「１の事業者が一元的に提供可能であること」、

通信設備に係る項目としては、「２４時間３６５日保守や迅速な対応が可能であること」、

これら６項目でございました。 

 あわせまして、１０月７日に事業者間意識合わせの場で議論していますけれども、そ

の議論の中で、今後担い手を選定するプロセスということで、先ほどの６項目等をベー

スに一つ一つ議論しようとしていたわけですけれども、具体的な事業者を複数候補から

選定するプロセスを経るまでもなく、少なくとも「通信施設」の担い手についてはＮＴ

Ｔ東日本・西日本が望ましいという意見が多くの事業者から示されたということでござ

います。 

 ３ページ、「共用ルータ」及びその保守用設備等を含むということになりますけれども、

これにつきましては、２つに場合分けされておりまして、①として、全事業者が１のル

ータを共用する場合、案３と言われている方式ですけれども、共用ルータの継続的・安

定的な提供、利用に係る諸条件の適正性・公平性・透明性の確保が求められるため、そ

れらを制度的に担保する必要があるとして、ＮＴＴ東日本・西日本が第一種指定電気通

信設備として共用ルータを資産所有・設置・保守等し、担い手となることが望ましいと

いう意見が多く示されました。 

 ②として、共用ルータと個別ルータが併存する場合、案４－１という形態でございま

すが、電話サービスは社会インフラとして重要な機能を果たしており、共用ルータの所

要品質と信頼度が長期に亘り確保されることが重要であるため、共用ルータを継続的か

つ安定的に提供できる事業者を制度的に担保する必要があるという意見が多く示され、

あわせて①に係る意見と同様の整理を図ることが望ましいという意見も示されたところ

でございます。 

 一方で、個別ルータを利用する事業者以外の事業者間でルータを共用することになる

ので、当該事業者間で任意の担い手を選ぶことを可能としておいた方がよいという意見

も示されました。ただし、この場合であっても、共用ルータを資産所有・設置・保守等
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をする適切な担い手が見つからなかったときのセーフティネットとなる担い手が担保さ

れることが望ましいということで、ＮＴＴ東日本・西日本にその役割を果たしてほしい

と求める意見がございました。 

 今後の事業者間意識合わせの場の進め方といたしましては、ＮＴＴ東日本・西日本か

ら「通信施設」の担い手となる場合の提供条件を示し、それに係る議論を進めるととも

に、「共用ルータ」の担い手（資産所有・設置・保守等）について、まずは、共用ルータ

を利用する事業者の範囲、事業者間での保守・運用ルール、共用ルータのコスト負担の

在り方等から議論を深めることとなりました。 

 以上が事業者間意識合わせの場の意見ということになります。 

 あわせて、ＮＴＴに対して、各事業者さんから、ＮＴＴに通信施設と通信設備、具体

的には共用ルータの担い手をやってほしいというご意見もいただきました。我々として

は、長きにわたって電話サービスを安定的に提供してきたＮＴＴにということで、いろ

いろ皆様からご期待をお寄せていただいたものと認識しております。ご要望いただいた

もののうち、通信施設については、先ほども資料の中にあったとおり、既存のコロケー

ションルールにのっとって、我々としては提供させていただきたいと考えておりますが、

要望いただいている項目の中に、生体認証など既存のルールでは、セキュリティの観点

のものなど、提供していないようなものもございます。こういったものについては、そ

の取り扱いを含めて今後事業者間で話し合いを進めていきたいと考えております。 

 次に、共用ルータについても、今回ＰＯＩの非設置エリアの事業者を中心に、ＮＴＴ

東日本・西日本に設置・運用をしてほしいというご要望をいただいたところでございま

す。これについて我々としては、その設置・運用等のために必要なコストを、共用され

る事業者間、ご要望される事業者間で、最初に確実に費用負担いただけるということを

前提に、自主的にそれを提供させていただくことを検討したいと考えております。 

 以上でございます。 

○相田主査  どうもありがとうございました。続きまして、もう一つ、事務局から資料

電４－３「「電話を繋ぐ機能」に関する考え方（案）」ということで、資料をご用意いた

だいておりますので、説明をお願いいたします。 

○柳迫料金サービス課課長補佐  それでは、資料電４－３「「電話を繋ぐ機能」に関する

考え方（案）」についてご説明いたします。 

 資料１ページをお開きください。「電話を繋ぐ機能」の役割について、ＩＰ網同士の接
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続への移行によって、ＰＳＴＮのハブ機能の役割にかわるものと定義させていただきま

した。 

 そうした中で、ＰＳＴＮのハブ機能は、接続事業者さんがＮＴＴ東日本・西日本さん

の交換機を経由して他事業者さんの電気通信設備同士を接続させることにより、ＮＴＴ

東日本・西日本さんの交換機が他事業者間の通話を媒介・実現する機能のことを言って

おります。 

 また、ＰＳＴＮのハブ機能において、ＰＯＩ（相互接続点）は、都道府県単位で設け

られておりますので、接続事業者さんは中継伝送路を介して、ＮＴＴ東日本・西日本さ

んがハブ機能を提供する最寄りのＰＯＩまで呼を伝送すれば、全ての事業者さんと接続

することができます。 

 以上の前提を踏まえまして、２ポツ目のＩＰ網同士の「電話を繋ぐ機能」について説

明させていただきます。 

 ＩＰ網同士の接続では、ＳＩＰサーバの１対１接続を前提として、「事業者間意識合わ

せの場」において、信頼性等の観点から問題がないことを前提に、全国的に見て通信ト

ラヒックが相対的に大きな東京と大阪にＰＯＩを設置することが合理的であると確認さ

れております。 

 ２ページをお開きください。前回のワーキンググループで、内田先生からのご指摘も

踏まえまして、ＩＰ網同士の接続する「電話を繋ぐ機能」とは、各事業者さんがＰＯＩ

ビルに設置するルータ等と、そしてこれと連携するＳＩＰサーバ等の総体によりまして、

ＰＯＩビル内に設置された事業者さんのルータ間で音声呼を伝送し、通話先ネットワー

クに音声呼を振り向けるルーティング伝送機能という役割になると考えられると整理し

ております。 

 このルーティング伝送をＰＯＩビル内で実現するためには、各事業者さんがＰＯＩビ

ル内にルータを設置する必要があります。ただし、ＰＯＩの非設置地域でサービスを提

供する事業者さんは、やはり地理的に離れているために、ルータ等の故障時の駆けつけ

に時間がかかると、ＰＯＩビルに設置するルータ等の維持・管理・運用に課題があると

いうことがこれまで指摘されてきたところでございます。 

 こうした点も踏まえまして、ＰＯＩビル内に設置するルータ等の維持・管理・運用に

つきましては、複数の事業者さんから他事業者さんに委ねたいという要望が寄せられて

おります。 
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 以上、ルーティング伝送をＰＯＩビル内で実現することとＰＯＩビル内でのルータの

維持・管理・運用への要望を踏まえまして、「電話を繋ぐ機能」を構成するルーティング

伝送とＰＯＩビル内でルータ等の通信設備を設置するためのコロケーション・スペース、

電力設備等の提供、預かり保守、または共用ルータ等の通信設備の提供が必要になると

整理しております。 

 ３ページをお開きください。ここからがＰＯＩビル内でのコロケーション・スペース、

通信設備等の提供主体に関してでございます。ＰＳＴＮにおきましては、ハブ機能が実

現したのは、そもそも接続事業者さんが電話の役務を提供するにあたって、不可欠設備

を設置する第一種指定電気通信設備設置事業者との接続を重ねてきた結果、第一種指定

電気通信設備設置事業者の交換機を経由して、他事業者さんの電気通信設備同士を接続

させることが技術的・経済的にも合理的であるとの考え方によるものでございます。 

 ＩＰ網同士の接続では、ＰＯＩビル内に設置されたルータ間で音声呼を伝送するため

に、次の①から③の現行の接続ルール等の考え方を適用することによって、ＰＯＩビル

内のコロケーション・スペース、通信設備等の提供が実現されると考えます。 

 これは前回お示しした考え方になるのですけど、まず、①第一種指定電気通信設備で

あるルータ等の電気通信設備との接続につきましては、第一種指定電気通信設備設置事

業者は、接続の請求に応じ、これについて認可された手続・接続料・接続条件が適用さ

れること、②この接続に際して、他事業者さんの設置するルータについて第一種指定電

気通信設備設置事業者は、コロケーション、ここでは建物内への設置、預かり保守等、

この請求に応じ認可されたコロケーション手続、コロケーション条件が適用されること、

③１９９９年の行政指導ですけど、ＰＯＩビル内に設置されている他事業者さんの電気

通信設備同士の接続については、第一種指定電気通信設備設置事業者は、これを拒否す

る合理的な理由がない限り対応すること、以上の３点でございます。先ほどＮＴＴさん

の説明・報告にもありましたとおり、「事業者間意識合わせの場」におきましては、ＩＰ

網同士の接続において第一種指定電気通信設備設置事業者であるＮＴＴ東日本・西日本

さんに対して、ＰＯＩビルでの接続、コロケーション・スペースや電力設備等の提供、

預かり保守または共用ルータの通信設備の提供を要望する意見が多数寄せられておりま

す。 

 通信設備につきましては、必ずしもＮＴＴ東日本・西日本さんのものを利用というわ

けじゃなくて、ルータとかについて全国系の事業者さんは自己設置する場合もあるとい
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うことは補足させていただきます。 

 こういった経緯を踏まえまして要望が出てきておりますので、ＮＴＴ東日本・西日本

さんにおいては、こうした要望に対して今後接続ルール等に即した対応が求められます。 

 ４ページをお開きください。ＩＰ網同士の接続では、ＰＯＩビル内に設置されたルー

タ間で音声呼を伝送するため、コロケーション・スペースの提供が必要になります。た

だし、コロケーション・スペースが将来的にも用意できないと、コロケーションが実現

しない場合も想定されますので、そうした場合には、今後代替措置に関してルールを検

討する必要があります。 

 ５ページをお開きください。ＰＯＩビル内に設置するルータ等についての考え方でご

ざいます。「事業者間意識合わせの場」におきまして、先ほどご紹介したとおり、ＩＰ網

同士の接続においては、多数の事業者さんからルータを自分で設置する場合に加えて、

ＮＴＴ東日本・西日本さんの「共用ルータ」の提供を求める要望が寄せられております。

ただし、「共用ルータ」をどのように提供するか、これにつきましては事業者間の協議で

まだ具体的なイメージが定まっていないと聞いておりますので、ここでは現行の接続ル

ールを踏まえた考え方をお示しするにとどめたいと思います。 

 考え方としましては、多数の事業者さんからの要望に対して、現行の接続ルールをあ

てはめますと、ＮＴＴ東日本・西日本さんが他事業者さんと接続するために設置するル

ータへの接続による「共用」の要望がある場合に、保守運営等の観点から支障がない場

合には、ＮＴＴ東日本・西日本さんから接続事業者さんに対して、ＮＴＴ東日本・西日

本さんの利用部門と同等の利用条件でルータが提供される必要があります。 

 これにつきましては、ＮＴＴ東日本・西日本さんが設置したルータに接続して、ＮＴ

Ｔ東日本・西日本さんにルーティングをしてもらって、他事業者さんと接続する形態と

なります。また、「共用ルータ」を今度はＮＴＴ東日本・西日本さんの建物にコロケーシ

ョンする場合には、コロケーションのルールが適用されます。 

 以上を踏まえまして、認可接続約款に基づいて適正性・公平性・透明性等が確保され

た料金その他の提供条件で、「共用ルータ」やコロケーションの利用が可能となりまして、

ＰＯＩビル内で他事業者さんとＩＰ網同士で接続することが可能となります。 

 本件につきましては、今後事業者間で「共用ルータ」の提供や具体的な利用のイメー

ジを定めていただく必要があります。 

 また、詳細な設備構成等がまだ明らかになっていないため、これを明らかにした上で
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今後具体的な検討を行うことが適切であると考えます。 

 以上でございます。 

○相田主査  ありがとうございました。それでは、ただいまの資料のご説明につきまし

て、関係事業者の皆様から一言ずつ、この進行表によると１社当たり３分以内というこ

とで、ご発言をお願いできればと思いますけれども、ＮＴＴ持株さん、東日本さんはよ

ろしいですか。 

○ＮＴＴ西日本（黒田）  先ほど申し上げましたので。 

○相田主査  それでは、続きまして、ＫＤＤＩさん、お願いいたします。 

○ＫＤＤＩ（山本）  ＫＤＤＩの山本です。電話を繋ぐ機能、あるいはハブ機能という

ものは定義していただいているとおり、これは他事業者間の通話を媒介・実現という形

で、ＮＴＴさんのネットワークは横繋ぎみたいなイメージではございますが、議論を考

える上で、定義を変えようということじゃなくて、そもそものお話もさせていただけれ

ばと思います。 

 電話を繋ぐ機能とは何ぞやというのを考えたときには、今までＮＴＴ東日本・西日本

さんの電話網が担ってこられた機能全般というものすごく広い見方と、もう一つは、Ｐ

ＯＩ回りという相互接続点という、今回の議論になると思うんですが、こういった大き

な２つの見方があると思います。 

 前者の広い見方につきましては、これは全国津々浦々にあります家庭に伸びるメタル

回線及びこれと一体として構築される電話網というものなので、これがＩＰ化される、

ルータに置きかわることをもって、これは丸々指定設備制度が適用されるというのは、

あまり異論はない、あるいは大きな議論にならないのではないかと考えております。 

 一方、ＰＯＩ回り、相互接続点というものについて考える場合、ＮＴＴ東日本・西日

本から見ますと、多分ネットワークの外側というイメージになるのかなと。ただ、競争

事業者としての我々から見ますと、巨大なＮＴＴ東日本・西日本さんの電話網、これは

ルータに置きかわろうとしても、そこに繋ぐための最初の入り口である、しかも、その

入り口が全国２カ所ぐらいに集約されているということになると、これまで以上に重要

な位置づけになるというのは、事務局の資料にも書いていただいているとおりでござい

ます。 

 ＰＯＩ回りの話をするときには、これは事業者間の集約でもありますとおり、施設と

いうＮＴＴ東日本・西日本さんといいますか、いわゆる局舎、コロケーション・スペー
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ス、管のとう道まで含めたものと、いわゆるルータ、電気通信設備としてのルータと、

こういう２つの見方があります。局舎につきましては、ＮＴＴ東日本・西日本さんに先

ほどお申し出いただいているとおり、義務的コロケーション・スペースみたいな、そう

いったルールが適用されるというのは、ほぼみんな念頭に置いて多分議論していたんだ

ろうなと思っております。 

 一方、ルータというものがどういうものなのか、これが多分議論の焦点で、特に共用

ルータというものがどんな位置づけになるのか、具体的には誰がその資産を持って誰が

運営するのかというのが非常に重要になってきます。 

 特に我々事業者の関心事としては、ＮＴＴ東日本・西日本さんのルータというのは一

体どうなるのか、個別ルータなのか、あるいはほかの事業者と共用する形での共用ルー

タになるのか、これが択一なのか、あるいは併存するのか、あるいは機能が何か一体と

なるのか、多分幾つかいろいろなパターンがあるのではないかなと、ここはまだ議論を

詰めているわけではないので、このあたりを今後丁寧に議論していく必要があるのでは

ないかと思っております。 

 ただ、どういうパターンになるにしろ、競争事業者から見ますと、共用ルータという

ものが、ＮＴＴ東日本・西日本さんのネットワークと繋ぐための入り口としてもし機能

するのであれば、これはやはり非常に重要な設備として位置づけられる、長期安定的で

すとか、そういった指定設備制度、あるいはそれに準じたようなルールというものが適

用されて、安定的に提供されるというのが非常に重要なものになるのではないかなと考

えております。 

 私からは以上でございます。 

○相田主査  では、続きましてソフトバンクさん、お願いいたします。 

○ソフトバンク（安力川）  ソフトバンクでございます。大体ＫＤＤＩ様と私どもの考

え方とは同じような考え方でございますので、一部補足だけさせていただきますけれど

も、まず、ハブ機能というのをどう考えるかという観点で、ＫＤＤＩさんもおっしゃっ

ていましたけども、私どもも同じような考え方でございまして、まず、繋がないと商売

にならないと、繋がないとサービスが提供できないという観点においては、電話ビジネ

スを始めるときに、まず誰に繋がなきゃいけないか、これはＮＴＴさん以外にないわけ

ですね。ほかの誰でもなくＮＴＴさんしかないわけです。これ以上の事業者さんは少な

くとも日本にはいらっしゃらない。 
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 そういった意味で、じゃ、なぜＮＴＴさんに繋がなきゃいけないかという観点でいい

ますと、基本にはユーザーさんが多くてトラヒックが多い、トラヒックが多いというこ

とは、その事業者に対して接続しなければいけないという観点もありますし、もう一つ

は、そこに接続していくことが、結果的に経済的な合理性も生んでいくというような観

点があろうかと思います。 

 そういった観点でＰＳＴＮの時代におきましては、必ずしもＮＴＴさんに対する接続

でなくても、ＮＴＴさんの設備を介して他事業者と繋ぐという形態が、自然的に合理的

に発生していったのだろうと我々は理解していまして、これがＰＳＴＮからＩＰに技術

が変わったということが起きても、基本的なネットワークの考え方というのは変わらな

いであろうと考えております。 

 そういった意味で、ＰＳＴＮの時代のハブ機能というところと、ＩＰ化時代における

ハブ機能というところの位置づけは変わらないだろうと、ＰＳＴＮ時代の一種指定、各

事業者に公平性が担保されなければいけないという仕組みというのは、ＩＰ時代におい

てもそのまま適用されるべきであろうと私どもは考えてございます。 

 もう一方、一部記述があったかどうかは定かではないですけども、補足させていただ

きますと、ＰＳＴＮ時代も同じですけども、ＩＰ時代におきましても、ＮＴＴさんと接

続することは全事業者がやっていますし、極めて合理性のあるものではありますけれど

も、一方で、他事業者間、競争事業者間が直接接続することも、今のＰＳＴＮのネット

ワークにおいても行われているわけでございますので、ＩＰ化時代においても同じよう

な形での、いわゆるハブというのを介さない接続というのも可能性としてはあるんだろ

うと考えてございます。 

 コロケーション・スペース等に関しましては、生体認証の話も一部の事業者さんで挙

がってはいたかとは思うんですけれども、現状、私ども競争事業者としましては、ＮＴ

Ｔさんと接続する観点においても、私どもの通信ネットワークを維持するという観点に

おいても、今のＮＴＴさんの義務コロケーションのスペースを使わせていただいて提供

しているわけでございます。ＩＰか、ＰＳＴＮかによらず、通信ネットワークを維持す

るという観点においては、今行われている義務コロケーションの提供のレベルというの

は、十分満たしているんだろうとも考えてございますので、義務コロケーションのスペ

ースによって接続機能を担保されるという考え方は、非常に経済的にも合理的ではない

かと考えてございます。 
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 総務省さんの案でご指摘がありましたけども、コロケーション・スペースがない、足

りなくなるという観点がございましたけれども、これに関しましては、分野が違ってき

ますけども、現在インターネットのトラヒックの交換などによって行われていますが、

複数のビルが連携して接続されることで、トラヒックの交換が異なるビル間においても

提供できるというような形態がございますので、この辺に関しましては、細かい技術的

な観点、信頼性の観点等もございますので、引き続き事業者間で協議して、形態なんか

を議論できればいいのかなとは考えております。 

 あと、済みません、１点、最後ですけれども、繋ぐ機能の主な設備として、ルータと

いう言葉を使わせていただいています。これ自身は私どもも否定するものではないです

し、これを変えてくださいと言っているつもりはないんですが、基本的には特に案３－

１等に関しましては、必ずしもレイヤ３のＩＰのルータではなく、レイヤ２のスイッチ

などでも代用できると考えてございまして、当初より我々のソフトバンク側からＮＴＴ

さんですとか、他事業者さんとともに、ルータという言葉を使って議論するのは構わな

いけども、これがルータという機能に限定されるものはなくて、ネットワークのトポロ

ジーですとか、その構成においてはスイッチですとか、そういったほかの手段、ほかの

機器での代替性もあり得るというところで、合意をとらせていただいている認識でござ

いますので、ここは改めて補足させていただきます。 

 いずれにしましても、ルータを使うか、スイッチを使うかにおかれましても、ネット

ワークのトポロジーの議論に大きく影響するものではないと考えてございますので、議

論の中においては、ルータという言葉を使っていただく分には、私どもとしては承知し

ております。 

 ソフトバンクとしては以上です。 

○相田主査  それでは、東北インテリジェント通信さん、お願いいたします。 

○東北インテリジェント通信（國井）  トークネットの國井です。まず、私からは、Ｎ

ＴＴさんで取りまとめいただいた意識合わせの場の資料電４－２のところを中心にコメ

ントさせていただければなと思います。 

 まず、こちらについては非常に短い時間の中で、ＮＴＴさんにはいろいろお骨折りい

ただいて、意見を取りまとめていただきました。ありがとうございました。 

 この欄の取りまとめの案には、基本的には両論併記、２つの案が併記されているよう

な形が非常に多く見られるかと思います。この中でも言葉として、意見として多く示さ
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れたというような表現があるかと思いまして、我々地域事業者は、どちらかというと多

く、というほうに包含されるとご理解いただければなとまずは思っております。 

 それから１ページ目にある通信施設というところでございます。こちらは事務局さん

からもご提示がありましたが、全国２カ所に集約されるということで、非常に重要な設

備だということで、我々としてもＮＴＴ東日本・西日本さんに担っていただきたいとい

うようなお話をさせていただいておりましたし、本日はＮＴＴさんからは、前向きなご

発言をいただいたのかなと思っていますので、安心しているというところでございます。 

 それから、共用ルータのところでございますね。３ページ目になります。共用ルータ

については、我々としては、ＮＴＴ東日本・西日本にやっていただきたいというような

お話をさせていただいてございます。また、こちらはＫＤＤＩさんからもありましたが、

これからいろいろ事業者間で議論を深めるということでございますが、今我々として共

用ルータのイメージだけお話しさせていただきたいと思うんですが、我々としては、Ｎ

ＴＴ東日本・西日本さんが使用するルータにアンバンドルするような形で使わせていた

だけないかなというようなイメージを想定しております。それから、そちらの機能につ

いては第一種指定電気通信設備としてやっていただきたいというようなお話もあわせて

コメントさせていただければなと思ってございます。 

 東北ネットからは以上です。 

○相田主査  では、続きまして、ケイ・オプティコムさん、お願いいたします。 

○ケイ・オプティコム（四方）  四方でございます。共用ルータの担い手については、

今後事業者間意識合わせの場で議論を深めていくということになったというのは、先ほ

どのＮＴＴさんの説明の資料どおりだと思うんですけども、そのところについて簡単に

コメントというか、一言。 

 現在のＰＳＴＮにおいては、総務省さんからの先ほどの資料にあったとおり、第一種

指定電気通信設備設置事業者の交換機を経由して、他事業者の電気通信設備同士を接続

させることで、第一種指定電気通信設備事業者設置がハブ機能を担っており、公平性・

適正性・透明性を確保すべく、公正競争の観点から第一種指定電気通信設備設置事業者

には、料金その他の提供条件面において接続ルールが課されていると理解しております。

このルールによって、結果的にＰＳＴＮに接続すれば、どの事業者とも一般呼が繋がる

という、こういう便利な仕組みになっているのかと思っております。 

 一方、ＩＰ網への移行後においても、新規参入者のことを考慮しますと、電話を繋ぐ



－17－ 

機能にかかる接続方式にかかわらず、例えば案３－１とか、３－４とか、案４－１とか、

何であっても、最低限、一の装置に接続すれば、どの事業者とも呼が繋がるというか、

トラヒックが流れるというような機能が必要ではないかと考えております。具体的には

ＩＰ網への移行後においては、それを実現するようなルーティングを行うルータも必要

となってくるのではないかと思っております。 

 例えば、現行、集約ブロックごとに設置されている中継ルータ等は、第一種指定電気

通信設備に指定されていますので、現状の接続ルールがそのルーティングを行う機能、

電話を繋ぐ機能の担い手に適用されれば、料金その他の提供条件面においても、公平性・

適正性・透明性が確保されるとともに、担い手の継続性とか安定性も確保されるものと

考えております。 

 ただ、そのためには、やっぱり第一種指定電気通信設備であるルータのアンバンドル

化のメニューも用意しておく必要があるのではないかと思っております。このことによ

って、新規参入事業者が今後出てきた場合、ルータをみずから設置しなくても、各事業

者とも呼が繋がって、また保守とか運用面から見ても参入しやすくなるのではないかと

考えております。結果として、アンバンドルされたルータが共用ルータという位置づけ

になるものではと考えております。 

 したがいまして、総務省さんにおいて、一度ルータのアンバンドルというものもご検

討いただければありがたいと考えております。 

 以上でございます。 

○相田主査  では、続きまして、ＳＴＮｅｔさん、お願いいたします。 

○ＳＴＮｅｔ（大東）  ＳＴＮｅｔの大東です。弊社から意見を述べさせていただきま

す。 

 今回総務省様から、資料の中で繋ぐ機能の担い手につきましてご提示いただきました

ＩＰ網同士の音声通信の事業者間接続に関しても、現行ルールを引き続き適用する、こ

ういった考え方に当社としましては賛同いたしております。 

 その理由でございますけど、現状を見てまいりますと、ＮＴＴ東日本・西日本様は、

現行ＰＳＴＮと光電話のユーザーが４,０００万ユーザーを抱えている状態でございま

して、固定電話市場においては約８割超を占めておる、そういった状況という認識かと

思っております。 

 こういった状況におきましては、今後におきましても、何をおいても我々のような事
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業者は、必ずＮＴＴ東日本・西日本様網と接続することとなりまして、結果、その接続

点におきましては、全ての電話事業者が集約されるという結果になるんじゃないかと考

えております。 

 ＮＴＴ東日本・西日本様との接続点におきまして、全ての事業者が集約されていくこ

とからしますと、その接続点においてＮＴＴ東日本・西日本様向けだけではなくて、他

事業者からのトラヒックにおいても処理したほうが効率的ではないかと考えています。 

 また、この考え方につきましては、過去にＰＯＩの場所選定におきましても、ＮＴＴ

東日本・西日本様から、トラヒックの多い場所が適切との意見を示されたことからいた

しますと、電話のトラヒックの交換におきましても、トラヒックの多い場所、すなわち

ＮＴＴ東日本・西日本様との接続点において実施したほうが効率的ではないかと考える

ものとしております。 

 その際、当社の状況でございますけど、当社の他事業者向けトラヒックの８割程度が

ＮＴＴ東日本・西日本さん向けでございまして、残りの２割程度が携帯事業者様向けや

他の固定電話事業者向けとなることからいたしますと、２割のトラヒックを流すために

当社が別にルータを設置しまして、ＮＴＴ東日本・西日本様以外の二十数社いるそれぞ

れの事業者と接続することは非常に非効率と考えています。 

 したがいまして、当社がＮＴＴ東日本・西日本様と接続すると今後想定される設備で

ございますけど、すなわちルータになるものとの認識でございますが、その設備におき

まして、ＮＴＴ東日本・西日本様だけではなくて、他事業者様ともトラヒック交換でき

る機能をアンバンドルとして提供していただくことを要望したいと考えてございます。 

 この機能がアンバンドル提供した場合につきましては、前回の繋ぐ機能ワーキングに

おきましても、競争の促進という観点が示されまして、この観点にも寄与するものでは

ないかと考えています。 

 その理由ですけど、具体的には、これまで繋ぐ機能の議論の中で、ＰＯＩの場所です

とか、ＰＯＩの場所までの伝送路の費用負担が、当社のような地方事業者には大きな影

響を与えるということを再三申し上げてきたところです。 

 伝送路の費用に関しましては、過去の議論の中でアクセスチャージで回収していくと

いう考え方で、負担の不公平を是正するという整理がなされたところかと思っておりま

すけど、他方、ＰＯＩの場所につきましても、遠方になりましたら、その場所で起こり

得る設備の保守・運用などについて、新たな対応が必要になってまいります。 
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 こういったことから、ＮＴＴ東日本・西日本様からその機能を制度としてアンバンド

ル提供してもらうことができましたら、遠方での保守・運用の問題を解決できるんでは

ないかと考えています。 

 これによりまして、仮に今後当社のような地方事業者が電話の事業に参入するという

ことが起こり得た場合についても、参入障壁の軽減につながるんではないかと考えてい

ます。 

 以上、弊社の意見でございます。 

○相田主査  それでは、続きまして、エネルギア・コミュニケーションズさん、お願い

いたします。 

○エネルギア・コミュニケーションズ（田部）  エネルギア・コミュニケーションズの

田部でございます。弊社の意見は、先ほどＮＴＴ東日本・西日本様から説明がありまし

た資料電４－２に反映されておりますので、簡単に補足をさせていただきます。 

 弊社では、案４－１で、共用ルータと個別ルータが併存する場合、制度面から共用ル

ータの担い手を担保いただきたいと考えております。 

 その理由でございますけども、電話サービスは、社会インフラとして重要な機能を果

たしており、共用ルータの所要品質と信頼度が、長期にわたり安定的に確保されること

が重要であると考えるためでございます。 

 簡単ではございますけど、弊社の意見は以上でございます。 

○相田主査  それでは、九州通信ネットワーク様、お願いいたします。 

○九州通信ネットワーク（宗像）  ＱＴＮｅｔ、宗像です。弊社の意見も今まで皆さん

が述べられているのとほぼ同じような意見にはなるんですけれども、この検討の当初か

ら、弊社としては、もともと現行のＰＳＴＮにおいてハブ機能を担っているのはＮＴＴ

さんであるということから、ＩＰ化になっても、ＮＴＴ東日本・西日本さんがやはり繋

ぐ機能の担い手となることが適当であるということを申し上げてきております。ですの

で、今回通信施設について、ＮＴＴ東日本・西日本さんがやっていただけるというよう

な発言がありましたので、それについては非常にいいことだなと思っております。 

 ただ、１点、共用ルータですね。資料電４－２の資料の取りまとめに当たっても、い

ろいろ意見が出たところではありますけれども、共用ルータ担い手をどうすべきかとい

うところが１つありますけども、こちらも当然共用ルータというものは、全事業者が繋

がる繋ぐ機能のベースとなるものであるということから、ＮＴＴ東日本・西日本さんが
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持っていただくものが望ましいのかなと、各社から意見が出ているとおり、共用ルータ

を設置して利用する形もあるとは思いますけれども、そうではなく、ＮＴＴ東日本・西

日本さんが持つルータの機能をアンバンドルしてやるというのも１つのやり方だと思い

ますので、そのあたりを今後検討、議論をしていけばいいのかなと考えているところで

す。 

 以上です。 

○相田主査  ありがとうございました。それでは、これまでの説明及び関係事業者から

のご発言を踏まえまして、委員の方々からご意見をいただければと思います。いかがで

ございましょうか。 

○内田委員  ご説明ありがとうございました。前回のワーキングで私が発言したことに

つきまして、今回の特に資料電４－３のあたりでご検討いただいたことは、まずお礼を

申し上げたいと思います。 

 資料電４－３の２ページだと思うんですけれども、ここにある最初のポツの文言につ

いてですが、２つのことが書いてあるのかなと思いました。１つは、ルーティング伝送

という言葉をどのように定義するのかという話と、それからＰＳＴＮにおいて多段接続

を可能とする交換機が果たしてきたハブ機能とはルーティング伝送であるという、この

２点が書かれているのかなと思いました。 

 １点目のルーティング伝送をこう定義するというお話なんですけれども、これは定義

ですので、こう定義するということであれば、それはそれでよろしいのかなと思います。

私が当初思っていた定義に比較的近い内容ではないかなと思いました。 

 その上で、一応教科書的なことをここで申し上げるのも恐縮なんですけれども、一応

申し上げておくと、基本的にルータというのは何を交換するかといったら、パケットを

交換します、ＳＩＰサーバは、パケットは交換しないで、いってみたら呼を交換してい

る、呼の振り分けという表現の仕方をしていると思いますけれども、呼を交換している。

ＰＳＴＮ的に言えば、回線を交換しているということに相当するのかなと、一応技術論

としては整理できると思っています。 

 なので、ここで振り向けるという表現がいろいろ出てきているんですけれども、これ

はパケットを振り向けているのか、呼を振り向けているのかというところは、技術論的

にはちゃんと整理しておかなきゃいけないのかなと。 

 このルーティング伝送という言葉ですけれども、どのようにこれから読み取れるかと
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いうと、どちらも含んでいると私は解釈しました。つまりパケット交換という意味での

ルーティング、それから呼の振り分けという意味でのルーティングと２点が含まれてい

るのかなと思いました。そういう意味でのルーティング伝送という言葉をここではその

ように定義していると理解しました。 

 それは、これは再三申し上げたように定義ですので、それはそれでよろしいですと。

ただし、一般的なルーティングといえば、先ほどソフトバンクさんがおっしゃったかと

思うんですけども、レイヤ３の話です。パケットの交換のことを言っているのが普通の

解釈だと思いますので、そことはやや違う意味で、このルーティング伝送という言葉は

ここでは定義されているのかなと理解しました。その意味でこう定義するのは、これは

これで構いません。 

 これをハブ機能であるとみなすかどうかは、まさにこれが論点だと思っておりますの

で、ここに関して私がこの場で、これが是であるとか、非であるとかということを申し

上げるのはあまり適当ではないなと思っていまして、まさにこれをこれから議論するの

かなと思っています。 

 これが１点目、私から申し上げたかったことで、あと、同じく電４－３の最後のとこ

ろで、先ほどＫＤＤＩさんがおっしゃっていたようなことだと思うんですけれども、ま

だ詳細な設備構成が明らかになっていないという中で、いろいろな解釈だったり、選択

肢がこの段階で排除されるのはよろしくないなと思っていますので、全てテーブルの上

に乗せて議論するのが適当ではないかなと思っています。 

 以上です。 

○相田主査  何か事務局からございますでしょうか。 

○柳迫料金サービス課課長補佐  資料電４－３の２ページのところにつきましては、ま

さにここでのルーティング伝送の定義というのは、ルータのパケット交換とＳＩＰサー

バの音声呼の制御の両方を指しておりますので、内田先生がおっしゃるとおり、その定

義でお願いできればと思っております。 

 ５ページの最後の部分につきましては、内田先生がおっしゃるとおりで、設備構成が

明らかでないということで、あくまで現行の接続ルールを踏まえた考え方をお示しする

にとどめたものでございますので、今後多様な選択肢を踏まえて、事業者間での協議で、

詳細な設備構成を踏まえた検討というものが必要になってこようかと思います。 

○相田主査  私も、この２ページの文章について、私の資料にも赤が入っているんです
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けれども、最後の「通話先ネットワークに音声呼を振り向ける」、でも、これは「ルーテ

ィング伝送」といっているのだから、この主語は、「総体により」のほうなんですよね。

もう一つ、「ＰＯＩビル内に設置された事業者のルータ間で」と２つ前に書かれていて、

「音声呼を伝送し」は、「ＰＯＩビル内に設置された事業者」が主語であるのはほぼ明ら

かなんですけれども、「通話先ネットワークに音声呼を振り向けるルーティング伝送」の

主語がどこなのかというのが、この文章はわかりにくくて、多分「電話を繋ぐ機能」が

主語であり、それを実施するのは「総体」なんだと思うんですけど、ＰＯＩビル内に設

置された事業者間でされるのは、今、内田先生からもご指摘があったように、音声パケ

ットが振り向けられるので、そこら辺が読みにくいなという感じなので、もうちょっと

工夫していただいたほうがいいかなと、全体の文章の構成を工夫していただくといいの

かなという気がしましたので、コメントしておきます。 

 じゃ、池田先生、いかがでしょう。 

○池田委員  ありがとうございます。まず、意識合わせで取りまとめられた内容につい

て、どのような議論があったのか伺いたく、電４－２の資料についても質問させてくだ

さい。 

 まず、通信施設と通信設備と大別されていますが、この施設と設備というのは、どの

ような分類の意味がありますか。私のイメージでは、通信施設というのはコロケーショ

ンルールにかかわることに繋がるのかなというイメージでして、通信設備は、接続ルー

ル、あるいは第一種指定電気通信設備と指定して、接続ルールに載せるかどうかが議論

の対象になるものというようなイメージなのですが、このような理解で良いでしょうか。

ざっと質問を挙げたいと思います。「通信施設ついては１の事業者が設置・保守すること」

と整理されていますが、なぜ１の事業者が設置・保守することで共通認識が得られたの

かということ、なぜ１つの事業者による一元的な提供が求められる、あるいはそれが好

ましいという理解に至ったのかということ、そして２ページ目のところで、１０月７日

の事業者間意識合わせの場で、仮に１者が提供することが好ましいとして、具体的に複

数事業者の候補から選定するプロセスを経るまでもなく、通信施設の担い手としてはＮ

ＴＴ東日本・西日本が望ましいということになって、本日その担い手になる意欲があり

ますというお話をいただきましたけども、「選定するプロセスを経るまでもなく」という

ところは、どのような考慮要素があって、そういうことになったのかということに関心

があります。 
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 また、「共用ルータ」については、同じ言葉ですけれども、案３の繋ぎ方なのか、案４

－１の繋ぎ方なのか、ネットワークの構成状況によって問題となる状況が異なりそうな

ので、もう少し言葉を分けるか、論点の整理があったほうがいいように感じました。 

 先ほど各事業者からコメントいただいた中に、「共用ルータ」についてのアンバンドル

とか、保守についての制度的な担保が欲しいというご意見をいただきました。その点に

ついては、どのような困難さがあるのかということについて、もう少しイメージを持て

るようにご説明いただければ幸いです。 

 それから関連して、事務局資料についてもコメントさせていただきます。電４－３で

すけれども、故障時に駆けつけに時間がかかるというところで、他の事業者に委ねたい

要望があるということですが、預かり保守については既にルールがあるということなの

で、複数の事業者から要望が寄せられている今回の話とどのような関係にあるのかが良

く分かりませんでした。ご説明いただければと思います。 

 それから電４－３の３ページですが、現行のルール、ＰＳＴＮからＩＰ網という形で

技術が変わっても、電話のサービスを提供するためには、他事業者のお客さんにも繋げ

る必要があるということで、そのために現行の接続ルールの考え方を引き続き適用でき

るのではないかということで、①、②、③と書いてあります。スライド３のオレンジ色

の２つ目の丸ポツのところでは、「現行の接続ルール等の次の考え方は」ということで

「等」が入っていますが、最後のところで、「そのため、ＮＴＴ東日本・西日本において

は、こうした要望に対して接続ルールに則した対応が求められる」ということで、「等」

が入っていないように思います。私がこの資料を読んで理解したところでは、接続ルー

ルというと２つ目のオレンジ色の①のことを指していると理解していて、②はコロケー

ションルールを指し、接続ルールとは違うから、だからこそ「等」というのがついてい

るのかなと理解していたのですが、最後のところに「等」がないというのは、どういう

意味があるのかということについて教えていただければと思います。 

 長くなりましたが、以上です。 

○相田主査  最初のほうはＮＴＴさんからでしょうか。 

○ＮＴＴ西日本（黒田） まず、通信施設と通信設備に分けた考え方についてご説明しま

す。通信施設がコロケーションのルールで、通信設備が設備規制等に係るものだから、

両者を分けたのかというご質問だったと思いますが、必ずしもそういう制度的なルール

等に着目したわけではなく、通信施設については、先ほどの２番目の質問にもあるんで
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すけれども、１の事業者が通信施設をビルの管理等も含めて一元的に提供したほうが望

ましいので、そういうものはやはり通信施設としてビルの管理者等が提供するのがいい

だろうという整理をしております。 

 通信設備については、他事業者さんからも要望が出ていますけれども、そもそも自前

設置・自前保守できるようにしてほしいというお話があったところです。これについて

は、電力系事業者さんご自身でもそういう意見を出されていますので、そういった選択

肢があるということは、皆さん認識された上でご要望いただいているものと思っていま

して、バリエーションや自由度等があるものについては、通信設備という定義をさせて

いただいております。我々としては、付随的に申し上げると、通信設備について、誰も

が保守等できるものではないとか、課題があるというご意見があることは認識しており

ますけれども、基本的には皆さんがご自身で自前設置・自前保守もできるということが、

接続約款にルールとして既に定められていますので、そういう意味ではボトルネック性

等があるわけではなくて、法制度に基づくようなものでもなくて、民民間でしっかり我々

はやっていきたいと考えているところでございます。 

 ２番目の１つの事業者が提供するのはなぜなのかというところについては、先ほど申

し上げたとおり、コロケーション・スペースだけのためのビルを建てているわけではな

くて、いろんなものを一般の利用形態としてやっているビルなものですから、その中の

コロケーション・スペースを一部そこだけ切り出して、別の事業者に運営させるという

のは効率的にもよくないし、セキュリティ等の観点から適切でないと考えて、１の事業

者が担うことにしているところです。 

○相田主査  あと、選定のプロセスを経るまでもなくＮＴＴ東日本・西日本というのは

なぜかというご質問。 

○ＮＴＴ西日本（黒田）  率直なことを申し上げますと、前回の繋ぐ機能のワーキング

の資料の中で、まさに今、池田先生からお話があった、今日の資料でいきますと、資料

電４－３の３ページで、事業者間接続に関しては現行の接続ルール等の考え方が引き続

き適用されることになるというのが書かれていたのに着目された事業者さんから、ＮＴ

Ｔがやるということで決まっているのではないかというお話がありまして、皆さんもそ

れを望んでいるということだったものですから、特にコロケーションについては、確か

に争いもあまりないものですから、そういうことで我々がやらせていただくということ

にしております。 
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 共用ルータについては、先ほど申し上げたように、民民間で我々としてはしっかりや

らせていただきたいということを約束したいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○相田主査  じゃ、ＫＤＤＩさん。 

○ＫＤＤＩ（山本）  今ＮＴＴ西日本の黒田さんからご説明した趣旨はそのとおりだと

思っております。１点、ものすごく細かいところですが、先ほどコロケーションのとこ

ろは、民民のという言い方をされた、ルータのところ、失礼いたしました。じゃ、私の

聞き間違いです。失礼しました。 

○相田主査  それでは、ソフトバンクさん。 

○ソフトバンク（安力川）  済みません。ソフトバンクですけども、議論するまでもな

く、ＮＴＴ東日本・西日本さんが望ましいんじゃないか、正直、我々の意見ではないん

ですけど、一応補足させていただきますと、２つ大きな観点でいいますと、まず、絶対

的な観点の評価でいくと、私どもが先ほど申し上げたとおり、ほぼ全ての通信事業者は

ＮＴＴさんのコロケスペースに設置しながら我々のネットワークを構築しているという

現在の事実があります。ですので、逆に今のＮＴＴさんの設備が問題だというのは、我々

のネットワークも問題だとも言えちゃうとも言えます。ですので、絶対的な観点でコロ

ケスペース等もＮＴＴさんのところに置かせていただくというのは、すごく合理性があ

るんではないかというのがまず１点。 

 もう一つ、相対的な評価でいいますと、ここにいる方は皆さんご存じのとおり、ＮＴ

Ｔさんは、悔しいですけども日本一の会社でございますので、彼らの設備を上回る設備

を持っている事業者さんというのは、少なくとも今日本にはいらっしゃらないというと

ころで、そういった意味での観点での合理性もあるし、そこに議論の余地はないんでは

ないかという議論が行われたと私は認識しております。 

 以上です。 

○相田主査  ほかの事業者さんからはよろしゅうございますか。 

 では、残りの質問項目につきまして、事務局からご説明いただける部分はございます

でしょうか。 

○柳迫料金サービス課課長補佐  ２ページから説明させていただきます。池田先生から、

故障時の駆けつけに時間がかかるということと預かり保守の関係はどうなっているのか

という点についてですけど、これは地域系の事業者さんから、故障時の駆けつけに時間
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がかかるということなので、その間保守ができないということになりますと、障害とか

故障が発生したときの復旧に時間がかかるということで、通信サービスの提供に支障を

及ぼすこともありますので、ルータ等の維持・管理・運用に係る困難度に差が生じると

の課題がある、と書かせていただいております。ですから、現行の接続約款のメニュー

に預かり保守というものがあるわけですけど、これを利用することによって、駆けつけ

ることなく保守をしていただけるということで、迅速な復旧に資することが期待されま

す。 

 次に、３ページをお開きください。池田先生から、現行の「接続ルール等」について、

ＰＳＴＮに適用されるルールがＩＰ網であるＮＧＮにも引き続き適用されるのかという

点ですけど、この点につきましては、現行ＰＳＴＮもＮＧＮも存在する中で、接続ルー

ルはどちらにも適用されております。電気通信事業法の目的規定には、公正な競争の促

進という文言があります。これにつきましては、現行ＰＳＴＮとＮＧＮが併存する中で、

ＮＧＮに一本化されたとしても、公正競争の促進という目的は変わりませんので、接続

ルールというのは引き続き適用されるものと考えております。 

 〇藤野料金サービス課長  この「接続ルール等」というのは、①から③まであるん

ですけども、①が狭い意味での接続ルールかもしれませんが、コロケーションも円滑な

接続が必要なものというので法制化されたルールなので、これも接続ルールだと言って

もいいと思うんですね。③は、平成１１年の当時の郵政省からの要請であり、これはル

ールとは一応言わないので、「等」が入っています。一番最後のところ「接続ルールに則

した対応を求められる」というのは、やはりルールだからなんですね。行政指導はお願

いなので、求められるとまでは言わないということだと思います。 

 あと、これに関して最後のページで、今日、各事業者様からいろいろお話いただきま

したけども、共用ルータという言葉が使われていて、電気通事業法でも共用という言葉

があって、紛らわしいんですけども、複数の事業者の皆さんがいらっしゃって、そこの

ネットワークに発着するような形でＰＯＩビルに設置されるルータというのがおおむね

共用ルータと呼ばれていると思います。また、かぎ括弧をつけさせていただいたのは、

事業法上の共用と概念が違うのかなということでつけております。まだ各事業者間の協

議が行われている最中であり、具体的な設備構成が確定したというところまで行ってい

ないのかなと理解しておりますが、これがＮＴＴ東日本・西日本の責任を持つ側におい

て、設置されるルータであれば、５ページの２つ目のポツのところですね、接続に関す
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るルールが適用されるということになるのかなと、それから、そうではなくて、接続事

業者側の責任のところで、もし設置されるということであれば、コロケーションという

形になるのかなということで、何にしても４つ目のポツにありますけども、認可接続約

款に基づきとありますが、要するに第一種指定電気通信設備のルールというのはどちら

もかかわって、そこで適用は受けるということになりますよということを書いてあるん

ですね。 

 その上で、仮に、ＮＴＴ側で設備が設置されるんであれば、そこで今いろいろご意見

いただいたようなアンバンドルの必要があるのかというのが、次の課題になって、そう

ではなくて、例えばコロケーションのルールの中でいろんなことが満たされている、あ

るいはそのほうがいろいろ便利じゃないかということであれば、そうなるかもしれない

し、そこはどういう形になるのかというのを我々も見守りながら、ルールの適用なんか

はこれから考えていこうかなと思います。 

 ＰＳＴＮのルールというご指摘がありましたけれども、今、柳迫が申し上げたように、

一種指定設備は全般のルールではあるので、現在は適用されるのはＰＳＴＮだけという

ことはないですが、ただ、コロケーションのルールというのも、２０００年につくった

ルールなんですね。今でもこれでワークしているのかもしれませんけども、仮にアップ

デートが必要なことがあれば、またご議論いただけたらと思います。 

○相田主査  ほかにいかがでしょうか。あるいは事業者さんから何か追加でご発言いた

だきたいこととかはございますか。 

 今ご指摘のあった「共用ルータ」、これについては先ほどの事業者さんのご意見を伺っ

ていても、まだ事業者さんの間でもって認識の差というんでしょうか、多少はあるのか

なというような感じで、現状ＮＴＴ東日本さん、西日本さんが持っている中継ルータ等

の第一種指定電気通信設備そのものがこれになるのかどうかということについては、ま

だそれほど明確ではないのかなと、これはＰＯＩの場所との関係にもなりますけれども、

選ばれたＰＯＩの箇所が、今までの中継ルータが置かれていない場所というようなこと

になるかもしれませんし、ＮＴＴさんでＮＧＮをまたアップグレードしていくときに、

レイアウトを変えたいというようなこともあるかもしれないと、ただ、いずれにしても、

共用ルータに対しては、第一種指定電気通信設備に準じたような規律というのが適用さ

れるべきだろうという意味では、多分ここら辺は一応コンセンサスがとれているのかな

とお伺いさせていただきました。 
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 いずれにいたしましても、短期間に意見を集約していただいたということでもって、

事務局であるＮＴＴさんをはじめとして、御礼を申し上げたいと思います。 

 その上でということで、確かに資料電４－２の５ページ目の絵ということでもって、

かなり明確になってきた気はするんですけれども、やはりまだスタティックというんで

しょうか、定常的に回り始めてからは、これでいいのかなと思いつつ、やはりこれは電

話網移行円滑化という観点からいきますと、これらの設備がどういう順序で、どう入っ

てくるのかということで、大体の了解としては、前から言われているのは、一応２０２

５年には全部移行しないといけないと、逆に始まりとしては、２０２０年の後半くらい

からというようなことで聞いていますけれども、ＮＴＴさんの網の移行というのがどう

いう形で進んでいくのかというのを、まだあまり公式な場では伺っていないので、東か

ら西に順繰りにきれいにスイープしていくような格好になるのか、市松模様的にばらば

らと移っていくのか、それに従って、各事業者さんがどういうタイミングで各県ＰＯＩ

への接続からこちらに切りかえていかなきゃいけないのか、並行期間みたいなものが存

在し得るのか、そういうようなことを詰めていかないと、どういうタイミングでまずＰ

ＯＩビルを整備していただき、それから、先ほどの共用ルータの適切な費用負担という

ようなときに、ある事業者さんは一番最初から共用ルータを使うとしたとして、別の事

業者さんが従来のＰＳＴＮの各県ＰＯＩをしばらく使っていて、４年後から共用ルータ

を使い始めたいというようなことを言ったときに、適切な共用ルータの費用負担はどう

なるのというようなところというのを、やっぱり順次詰めていかないといけないのかな

というところで、時間軸に沿ったアニメーションというんでしょうかね。この絵の中に

だんだんどう設備が入ってきて、どうなるのかわかりませんけども、例えば全国系の事

業者さんには最初から置いてもらわないといけないよとか、そういうようなことがいろ

いろ出てき得るんじゃないかと思いますので、ほんとうに移行計画というのを順次考え

ていっていただきたいなというのが。 

 じゃ、何かございますか。 

○ＮＴＴ西日本（黒田）  今の切り替え方法については、具体的な方法を我々の社内で

も検討を進めておりまして、ある程度方向感が出てきておりますので、各事業者さんと

相談していかないといけない話だと思っています。今後事業者間意識合わせの場等でも

具体的なスケジュール等を含めて対応させていただきたいと思っております。 

〇安東事業政策課調査官  事務局の補足でございますが、移行期に伴う課題につきまし
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ては、今回の諮問の２次答申の課題としても位置づけられておりますので、今ＮＴＴか

らもお話があったような課題、対応を含め、この委員会においてもさらに議論を深めて

いく、そのように考えてございます。 

○相田主査  ほかにいかがでございましょうか。 

○ＮＴＴ西日本（黒田）  先ほどの共用ルータの説明について、我々はもう少しだけ補

足で説明させていただきたいのですが、先ほどの総務省さんの資料電４－３の５ページ

の２ポツにございますとおり、ＮＴＴが他の事業者に接続するために設置するルータそ

のものに共用の要望がある場合であって、我々の保守運用の観点から支障がなくて、Ｎ

ＴＴが自らのために設置したルータと同じものに皆さんに使っていただくということで、

我々が判断した場合には、こういう形で義務的なものとして取り扱われうるものと認識

しております。 

 一方で、我々が設置して、我々が利用するためのルータというわけではなくて、我々

の資産でやってもいいんですけれども、本来であれば預かり保守等でやれることを、他

事業者さんのために我々の資産でどうしてもやってほしいということであれば、そのご

要望にお応えすることは可能ですけれども、その場合のルータの扱いについては、コロ

ケーションとは厳密に扱いは違うかもしれませんけれども、それに準ずる形のルールと

いうことで、上の場合の共用ルータとは違う扱いにしていただく必要があるのではない

かと我々としては考えているところです。 

○ＫＤＤＩ（山本）  まさにそこがこれから事業者間で議論していく部分だと思います

ので、それはこの場で何か方向性が決まるものではないと理解しております。 

○相田主査  ほかにいかがでございましょうか。事務局、あるいはほかの事業者さんか

ら追加で何かご意見等がございましたら、よろしゅうございますか。 

○池田委員  電４－１の検討の視点で、これまでの WGで出てきた議論をまとめてくださ

っていますが、スライドの２ページ目のところで、「ＰＳＴＮからＩＰ網への移行におい

ては、『電話を繋ぐ機能』が全ての利用者に電話サービスが提供されるための拠点となる

ことから、同機能の『担い手』には」というところですが、「拠点」という言葉がちょっ

と引っかかりまして、「拠点」というのはＰＯＩビルのイメージがあって、場所的な制約

がかかりそうな言葉だなと思いまして、むしろ「拠点」よりも競争の基盤というような

ニュアンスのほうがいいのではないかと思いました。 

○相田主査  これは前回出ていた言葉でもって、その後、場所的なものと機能的なもの
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は分けたほうがいいということで、アップデートしたバージョンが多分、資料電４－３

のどこかに書かれていることかなと思いますけれど、事務局で何か今の件でございます

か。 

○影井事業政策課課長補佐  今の点については、資料電４－１に書き下したものが最新

のものでございまして、拠点というところの表現については、ご指摘を踏まえて少し工

夫したいと思います。ありがとうございます。 

○相田主査  ほかはいかがでございましょうか。 

○内田委員  １点だけ、補足をさせていただきたいと思っていまして、資料電４－１の

１ページ目の資料の「この視点に対する、第３回ＷＧでの主な意見は以下の通り」の最

初のポツのところで、「ＩＰの世界において、技術的にはＳＩＰサーバが『交換機能』に

相当するが」というくだりがあるんですが、これはもう少し言葉を足すと、「技術的には

ＳＩＰサーバが呼の交換機能を具備する装置に相当する」と私の中では読んでおります

ので、その点を補足させてください。 

○影井事業政策課課長補佐  ありがとうございます。 

○相田主査  ほかはよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、本日は活発にご意見いただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、次回の日程等につきまして事務局からご説明をお願いいたします。 

○影井事業政策課課長補佐  次回の「電話を繋ぐ機能」等ワーキンググループの日程に

つきましては、１１月１０日の木曜日午前１０時からを予定しております。詳細は別途

ご案内をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○相田主査  それでは、本日の会合をこれで閉会とさせていただきます。どうもありが

とうございました。 

 

以上 

 


